
 

 
 

１ 光庭について 

 「吹抜け」の定義：多層建築において２層以上の高さにまたがって設けられる室、又は

スペース（建築大辞典から抜粋） 

  光庭の適用範囲 ：光庭の定義（平成１７年消防庁告示第２号第２第６号)により、１層

のみの吹抜け状の空間は光庭として取り扱わない。 

 

２ 配管貫通部の措置について 

⑴ 住戸等の床又は壁を貫通する配管等（給排水管、空調用冷温水管、ガス管、冷媒管、

配電管その他これらに類するもの。以下同じ。）及びそれらの貫通部における措置につ

いて「平成１７年消防庁告示第２号」又は「平成１７年消防庁告示第４号（評定品）」

に適合させること。 

  適用範囲：① 住戸等と共用部分を区画する床又は壁を貫通する部分 

       ② バルコニー側で、隣接する住戸等の開口部から９０センチメートル以

内の壁を貫通する部分（５０センチメートルのそで壁がある場合を除

く。） 

       ③ 住戸等と住戸等を区画する床又は壁を貫通する部分 

       

　　住戸等 

　　住戸等 

　　　　　住戸等 

配管等

①

②

バルコニー
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廊下

 

 

⑵ 特定共同住宅等の審査時における図面への記載内容について 

 

 

 

参考：「平成１７年消防庁告示第４号」に適合するものの評定番号 

「ＫＫ○○－○○○号」（評価機関：一般財団法人 日本消防設備安全センター）  

 

３  共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセントの適用について 

  適用範囲：階段室型の特定共同住宅等に限られる。 

       （平成１７年総務省令第４０号第５条） 

▮ 

共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、

又は平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。 



 

４ 開放廊下の判定に伴う開放計算について 

 ⑴ 廊下が隣地境界線から１メートル以上、他の建築物等の外壁から２メートル以上離

れている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  判定：見付面積の正面の開放部分（※）で、３分の１の面積を判断する。 

(Ａ１に対しＡ２、Ｂ１に対しＢ２でそれぞれ開放面積を確保)又は、全ての住

戸、共用室、管理人室において煙降下の検証計算を行う。 

       （※）廊下の端部に接する垂直面の面積は除くため。 

（平成１７年消防庁告示第３号第４第２号（４）イ(ｲ)ａ参照） 

 

 ⑵ 廊下が隣地境界線から１メートル以上、他の建築物等の外壁から２メートル以上離

れていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 判定：見付面積Ｂ１の正面に有効な開放がない（他の建築物等の外壁から２メートル以

上離れていない）ことから、全ての住戸、共用室、管理人室において煙降下の検証

計算を行う。 

また、廊下端部ａが閉鎖されている場合又は閉鎖されているとみなされる場合（１

８８号通知第３・２⑴及び⑷参照）は、外気に面しない部分（図中の網掛け部分）

について、平成１７年消防庁告示第３号第４第２号⑷ロの規定を満足するか確認が

必要となる。 

２ｍ以上 

Ａ１ 

Ａ２ 

Ｂ１ 

Ｂ２ 

廊下 

廊下 

２ｍ以上 

２ｍ以上 

廊下端部ａ 
２ｍ未満 

Ｂ１ 



 

５ 運用に係る質疑応答 

      

問１ バルコニーは共用部分に該当するか。 

  答：該当しない。 

 

問２ 配管貫通部の開口部相互間の距離は、平成１７年消防庁告示第２号第３第３号⑷ニ

に明記されているが、界壁からの距離は明記されていない。離隔距離は必要か。     

答：必要ないものとして差し支えない。 

  

問３ １８８号通知第３・２⑴図１７の見付計算の方法はいかにすればよいか。            

 答：前４「開放廊下の判定に伴う開放計算について」による。 

 

問４ 階段室型の階段は、屋外階段でもよいか。また、屋内階段でも下図の場合は、平成

１４年消防庁告示７号に準じてよろしいか。 

 

 

 

                          屋内階段の開放された部分 

             

  

 

 

 

 

 

答：前段－平成１４年消防庁告示７号に適合する開口部を有している場合はお見込み

のとおり。 

    後段－図の特定共同住宅等は階段室型には該当しない。廊下型として判断するこ

と。なお、下図に適合するものを階段室型として判断すること。 

 

平成１４年消防庁告示７号に適合する開口部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＶ 

ＥＶ 



 

問５ 下図のような形状も階段室型とみなしてよいか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   答：階段室型には該当しない。判断基準は問４によること。 

 

問６ １８消導第２２７号通知の別記・２⑸のルーバーの設置について、ルーバーの開放

性（ほぼ垂直で開放性の無いものもある）及び角度等はどのように考えるのか。   

  答：１８消導第２２７号通知の別記・２⑸の図により判断されたい。なお、あきらか

に開放性の無いものについては、認められないものとして取り扱うこと。 

 

問７ 下図の場合の開放計算は、階段部分を除いた廊下部分のみで算定するのか。         

 

  

   答：お見込みのとおり。 

 

問８ 平成１７年消防庁告示第３号第４第２号⑶にある、「直接外気に開放されていないエ

ントランスホール等」は具体的にどのような形態をさすのか。 

答：４面が壁等で囲まれている形態をいう。 

 

問９ 下図のｂの長さに関係なく、開放されていれば、網掛けの部分は、平成１７年消防

庁告示第３号第４第２号⑷ロにある「外気に面しない部分」には該当しないとみなし

てよいか。 

ｂ
 

  答：お見込みのとおり。 

ＥＶ 

 



 

問 10 共同住宅用スプリンクラー設備を免除するための内装制限を考える場合、ウォーク

インクローゼットの扉、襖等は内装制限の対象となるか。また、エアコンの取り付け

用ベニア板は規制対象になるか。  

  答：前段－規制対象とはならない。 

     後段－必要最小限のものに限り規制対象外として差し支えない。 

 

問 11 平成１７年消防庁告示第３号第４第２号⑶イの「当該エントランスホール等を

経由しないで避難することができる経路」とは開放廊下側だけでなく、バルコ

ニー側も対象として良いか。また、認められる場合避難階以外の階は避難器具

の使用を考慮して良いか。 

答：平成１７年消防庁告示第３号第４第２号⑶イについては、全ての住戸、共用室

管理人室から、階段又は避難器具を使用して避難する場合に、当該エントラ

ンスホール等を経由しないで避難することができればよいものとして取り

扱うこと。 

 

問12 特定共同住宅等の住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部について、

平成１７年消防庁告示第２号第３第３号⑷ホ(ロ)の規定により措置する場合、当該貫

通する配管等及びそれらの貫通部が平成１７年消防庁告示第４号に規定する耐火性

能を有していることが認められれば、(一財)日本消防設備安全センターの性能評定を

受けた配管等以外の配管等を使用して差し支えないか。 

答：お見込みのとおり。 

なお、この場合については、貫通する配管等及びそれらの貫通部について、平

成１７年消防庁告示第４号第３に規定する耐火性能試験の各基準に適合している

旨のチェック表及び第３者機関が行った当該耐火性能試験に係る試験成績書を関

係者から提出させること 

 

問 13 特定共同住宅等のバルコニー等に面する開口部の両端から側方０.５メートル以内

となる範囲及び当該開口部の前面から０.５メートル以内となる範囲を雨水管等が貫

通する場合において、当該雨水管等を「平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を

行う、又は平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。」とした場合、

当該バルコニー等が平成１７年消防庁告示第２号第３第３号⑵に規定する「ひさし

等」に該当するものとして取り扱って差し支えないか。 

答：お見込みのとおり。 

ただし、(一財)日本消防設備安全センターの性能評定を受けた配管等を使用す

る場合は、直射日光や風雨等に対する耐候性について、直射日光や風雨等がかか

らない措置をする等その使用においてメーカーの確認がとれているものに限る。 

 



 

問 14 特定共同住宅等の住戸等の外壁に面する換気口等及び住戸等と共用部分を区画す

る壁に面する換気口等の防火措置については、平成１７年消防庁告示第２号第３第

３号⑵及び⑶にそれぞれ規定されているが、住戸等と住戸等を区画する壁について

は、防火設備が設けられていれば換気口等を設けても差し支えないか。 
答：特定共同住宅等の住戸等と住戸等を区画する壁については、いかなる措置

をしたものであっても開口部（配管等を貫通させるために設ける開口部を除

く。）を設けることは認められない。 

なお、換気口等のダクトについては、他の住戸等を介することなく設置す

ることが望ましいが、住戸等と共用部分を区画する壁に面する換気口等に防

火設備を設置した場合は、住戸等から共用部分を経て、他の住戸等へ貫通し

ても差し支えない。 

 

住戸等住戸等住戸等

住戸等 住戸等 住戸等 住戸等と住戸等の貫通
は防火設備を設置して
も認められない。

防火設備

貫通不可

 

 

 

問 15 特定共同住宅等のエントランスホール等に設けられる共用トイレについては、住戸

等に該当しないものとして取り扱って差し支えないか。 
答：お見込みのとおり。 

      なお、共用トイレについては、火災発生危険が少ないと考えられることから共

用部分として取り扱い、感知器等の設置を要しないものとする。 

 

問 16  開放型特定共同住宅等を判断するにあたり、平成１７年消防庁告示第３号第４第２

号⑴の規定により、すべての階の廊下及び階段室等（階段室型特定共同住宅等にお

ける階段室等に限る。）は、隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から１メ

ートル以上離れていることが必要であるが、他の建築物等には、駐輪場や機械式駐

車装置も含まれるか。 
答：お見込みのとおり。 

ただし、壁を有しない駐輪場及び機械式駐車装置にあっては、開放性について

支障がないものとして取り扱って差し支えないものとする。 
 
 



 

問 17 「令８区画及び共住区画を貫通する配管等に関する運用について」（平成２０年１月

１１日付け１９消導第１８６号）により、平成１７年消防庁告示第２号第３第３号⑷

ホに規定する床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部の措置（以下「共住区画

貫通措置」という。）の方法として鋼管等を使用する場合は、貫通部及びその両側１

メートル以上の範囲は鋼管等とすることと規定されているが、令８区画と同じく、下

図のように施工した場合は、共住区画貫通措置に該当するか。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

答：お見込みのとおり。 

 

１ ｍ 以 上 

１ ｍ 以 上 

１ ｍ 以 上 

鋼 管 等 

モ ル タ ル 等 に よ り 埋 め 戻 す こ と 

鋼 管 等 以 外 の 配 管 で 可 

共住区画を構成する耐火構造の床等 



 

問 18 平成１７年消防庁告示第２号第４第１号に特定光庭の判断基準が示されている

が、光庭に外気の流通する部分が面する場合、特定光庭に該当しないと判断してよ

いか。 

答：次の１又は２に適合する光庭については、開放性の高い形態を有しているもの

として、平成１７年消防庁告示第２号第４第１号に規定する特定光庭として取り

扱わないことができるものとする。 

なお、光庭の部分に屋外階段又は開放廊下（手すり等の上端から垂れ壁等まで

の高さが１メートル以上あるものに限る。）が設けられている場合は当該屋外階

段又は開放廊下部分は外気の流通する部分とみなす。 
 

     １ 光庭の周長の４分の１以上が外気の流通する部分に面する場合 

           隣地境界線

住戸等

住戸等 住戸等

住戸等 住戸等

住戸等 住戸等

a
ｂ※１ ※２

：光庭

屋外階段

 

 

 

 

     ２ 光庭の周長の８分の１以上、かつ、２辺以上が外気の流通する部分に面する

場合 

      

開放廊下

住戸等 住戸等 住戸等 住戸等

住戸等

ＥＶ

住戸等
b１

a１※１

※２
a２※１

b２
※２

：光庭

隣
地
境
界
線

 
 

 ※１ ａ１＋ａ２≧光庭の周長の１/８ 

※２  ｂ１(外気の流通する部分から隣地境界線までの距離)は１ｍ以上、 

ｂ２(廊下と外壁との距離)は２ｍ以上が望ましい。 

※１ ａ≧光庭の周長の１/４ 

※２ ｂ(外気の流通する部分から隣地境界線までの距離)は 1ｍ以上が望ましい。 



 

問 19 共住区画貫通措置の方法として、「準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配

電管その他の管の外径を定める件」（平成１２年建設省告示第１４２２号）表中に規

定する呼称寸法未満の給水管等について、ＪＩＳに適合した硬質塩化ビニル管のうち

ＶＰ管であれば、表中の肉厚に満たなくても、同一の性能を有しているものとして取

り扱うことは可能か。   

答：お見込みのとおり。 

 

問 20 平成１７年消防庁告示第３号第４第２号⑷イの開放廊下の判断において、手すり

等の上端に侵入防止柵を設置する場合は、侵入防止柵を８０パーセント以上の開放

性を有するものを使用することにより、手すり等の上部全面を外気に面する部分と

して判断してよいか。 

さらに、判断可能な場合は８０パーセント以上の開放性を有する手すり等とするこ

とにより、手すり等の部分も外気に面する部分と判断することは可能か。 

答：前段－お見込みのとおり。 

後段－平成１７年消防庁告示第３号第４第２号⑷イ(ｲ)による場合は認めら

れない。開放性を有する手すり等とした場合であっても、床面から１.１メ

ートルの高さまでは閉鎖されている部分として判断すること。以下開放性

を有する柵を全面に設置した場合の適用例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廊下 

開放性を有する柵 

廊下 

1.1ｍ 

外気に面する部分 



 

問 21 平成１７年消防庁告示第３号第４第２号⑷イにおいて、下記のように廊下に配管

を通すための天井を貼った場合は、「外気に面する部分」の高さは a若しくはｂのい

ずれで判断すればよいか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答： ｃの長さが６００ミリメートル以上の場合はｂで判断し、ｃの長さが６００ミ

リメートル未満の場合は a で判断すること。 

 

問 22  住戸利用施設を含む特定共同住宅等において、住戸利用施設の部分に消防法施行令

第２５条第１項の規定により設置する避難器具を、平成１７年消防庁告示第３号第３

第２号⑸の規定に適合する避難経路とみなすことは可能か。 

答：お見込みのとおり。 

なお、消防法施行令第２５条第１項により住戸利用施設に避難器具が義務となっ

た場合は、同条第２項に規定するそれぞれの階に適応する避難器具の設置が必要と

なるので留意すること。 

 

問23 屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備が義務となる⑹項ロ⑴・有料老人ホーム（特

定住戸利用施設）の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を設置していたが、入居者

の入れ替わりにより⑹項ハ⑴・有料老人ホーム（住戸利用施設）となり、スプリンク

ラー設備の義務が無くなった場合に、共同住宅用スプリンクラー設備が設置されてい

ることにより、屋内消火栓設備の設置を免除してもよいか。また、住戸利用施設が入

居する場合は、スプリンクラー設備の義務の有無に関わらず、予め共同住宅用スプリ

ンクラー設備を設置し、屋内消火栓設備の設置を免除としてよいか。 

答：前段、後段ともに、お見込みのとおり。 

共同住宅用スプリンクラー設備の設置対象外の部分で、屋内消火栓設備が義務と

なっている部分に、共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合は、消防法施行

令第３２条を適用し、屋内消火栓設備の設置を免除することは可能である。 

なお、この場合の特例基準の適用願は不要であること。 

 

廊下 

廊下 

天井 

a 
b c 



 

問 24 住戸等と共用部分を区画する壁をダクトが貫通し、当該ダクトが共用部分の天井

裏を通り開放性のある共用部分に換気口を設ける場合、天井裏は開放性のある共用

部分とは認められないため、住戸等と共用部分（天井裏）を貫通する部分に防火設

備の設置が必要であるか。 
また、やむを得ず住戸等と共用部分（天井裏）を貫通する部分に防火設備が設け

られない場合はどのように措置をしたら良いか。 
答：前段－お見込みのとおり。（図１） 

        

ダクト

（直径0.15ｍ未満） 天井

天井裏

防火設備

開放性のある

共用部分住戸内

 

図１ 共住区画貫通部分に防火設備を設置する場合 

 

：後段－当該換気口が直径０.１５メートル未満の場合、天井裏を通る部分のダ

クトの板厚は０.８ミリメートル以上の鉄製とし、厚さ２５ミリメートル

以上のロックウール等で被覆すれば、防火設備を不要として差し支えな

い。（図２） 
なお、当該換気口が直径０.１５メートル以上の場合は、天井裏を通る

部分のダクトの板厚は１.５ミリメートル以上の鉄製とし、厚さ２５ミリ 
メートル以上のロックウール等で被覆した上で、当該換気口に防火設備

を設けること。（図３） 
 

        

ダクト

（直径0.15ｍ以上）

ダクト

（直径0.15ｍ未満）

天井

天井裏

板厚0.8ｍｍ以上の鉄製ダクト

＋

厚さ25ｍｍ以上のロックウール等で被覆

開放性のある

共用部分

天井

天井裏

開放性のある

共用部分

防火設備

住戸内 住戸内

板厚1.5ｍｍ以上の鉄製ダクト

＋

厚さ25ｍｍ以上のロックウール等で被覆

 
 

 
図２ 換気口が直径０.１５ｍ未満の場合    図３ 換気口が直径０.１５ｍ以上の場合 



 

問 25 「消防用設備等に係る執務資料の送付について」(平成１９年２月６日付け１８消

導第２２８号)問１の回答により、４平方メートル未満の各住戸専用のトランクル

ームを共用部分とした場合、直接外気に開放されていない共用部分として感知器及

び音声警報装置を設けなければならないか。 
答：感知器の設置については、お見込みのとおり。音声警報装置については省略し

て差し支えない。 
なお、感知器の接続については各住戸の共同住宅用受信機から接続できるもの

とする。 

       

住戸Ａ

住戸Ｂ

トランクルーム
（共用部分）

区画貫通処理

音声警報装置不要

共同住宅用

受信機 感知器は住戸（Ｂ）の

共同住宅用受信機に接続可

感知器

共住区画

 
 
 
問 26 問２５の感知器の設置については、「消防用設備等の設置及び維持に関する特例基

準について」（平成１３年３月３０日付け１３消導第７４号）第１１・１・⑷を準

用し、１平方メートル以下のトランクルームには感知器を設置しなくてもよいか。 
   答：お見込みのとおり。 

 
 問27 ４平方メートル未満の各住戸専用のトランクルームにおける感知器の設置につい

て、次の１または２により感知器を不要としてよいか。 
１ 住戸の一部として取り扱う。 
２ 単独の住戸等として取り扱う。 
答：１、２ともにお見込みのとおり。 

なお、それぞれの条件に留意すること。（図１、図２） 

住戸Ａ

住戸Ａ 住戸Ｂ 住戸Ｂ

トランクルーム
（住戸Ｂの一部）

トランクルーム
（単独の住戸等）

開口部間の距離

は問わない
９０㎝以上

防火設備

※告示２号第３号

３⑶ロ、ハの

開口制限の対象
となるので注意

すること。

防火設備

（自動閉鎖装置付に限る。）

４㎡未満は

感知器不要

共住区画

４㎡未満は

感知器不要

 

 

 
 
問 28 各住戸専用の防災倉庫は各住戸専用のトランクルームと同様に取り扱ってよいか。 

答：差し支えない。 

図１ 住戸の一部として取り扱う場合          図２ 単独の住戸等として取り扱う場合 



 

問 29  平成１７年消防庁告示第３号第４第２号⑷イ(ﾛ)の開放廊下の判断において、下

図のように廊下がＴ字型となっている場合、出火住戸の開口部から３０メートル以内

となる廊下の評価対象範囲は、分岐される廊下のうちいずれか一方とし、有効開口幅

の大きい部分を選択することでよいか。また、いずれか一方では３０メートルに満た

ない場合、もう一方を評価対象範囲に含めることは可能か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

答： 前段、後段ともお見込みのとおり。 

 

問 30  特定共同住宅等の住戸及び共用室に住戸用自動火災報知設備を設置するとともに、

共用部分に消防法施行令２１条に規定する自動火災報知設備を設置する場合に、管理

人室に当該受信機を設置し、直接外気に開放されていない共用部分及び倉庫等に設け

る感知器のほか、管理人室内の感知器を接続することで、管理人室に住戸用自動火災

報知設備を設置しなくてよいか。 

答： お見込みのとおり。 

 

問 31 位置構造告示第３第３号⑶イ(ｲ)に規定する「開放性のある共用部分」とは、常時

外気に面する部分から概ね５メートル以下の部分でよいか。 

   答：お見込みのとおり。 

ＥＶ 

出火想定住戸 

住戸等 

a 

b 

Ｙ 

ａ＋ｂ≧３０ｍの場合：ａとＸ方向へ合計３０ｍの範囲とする。 

ａ＋ｂ＜３０ｍの場合：ａ＋ｂとＹ方向へ合計３０ｍ以内の範囲とする。 

Ｘ 

住戸等 

住戸等 

住戸等 住戸等 住戸等 住戸等 


